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■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
申
請
の
未
処
理
の
お
わ
び

「
ゾ
ー
ン
30
」
を
大
和
田
地
区
で
開
始

４
月
１
日
㈬
か
ら
市
役
所
の
組
織
が
一
部
変
わ
り
ま
す

　
主
な
改
正
点
、
新
た
に
設
置
す
る
部
署
の
業
務
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
総
務
課
）

■
総
務
企
画
部
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
課

　
21
年
度
か
ら
25
年
度
に
か
け
て
受
け
付
け
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
申
請
書
類

１
６
７
件
に
つ
い
て
、
担
当
し
て
い
た
長
寿
支
援
課
職
員
が
処
理
を
行
わ
ず
事
務
机

や
ロ
ッ
カ
ー
内
に
放
置
し
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
た
め
、
２
月
６
日
付
け
で
当
該
職
員
を
停
職
３
か
月
の
懲
戒
処
分
と
し
ま
し

た
（
同
日
付
け
で
本
人
か
ら
退
職
願
を
受
理
）。
ま
た
、
管
理
監
督
者
12
人
に

は
文
書
訓
告
、
口
頭
訓
告
、
口
頭
厳
重
注
意
を
行
い
ま
し
た
。
今
後
は
管
理
・

監
督
を
徹
底
し
、
再
発
防
止
に
努
め
て
い
き
ま
す
。　
　
（
長
寿
支
援
課
・
職
員
課
）

　25年12月１日から改正道路交通法の一部が
施行されました。自転車の交通ルールを守って
安全運転を心掛けましょう。
　お問い合わせは生活安全課交通安全班 483-
1151へ

道路右側の路側帯を自転車が通行
することは禁止
　自転車等の軽車
両は、道路の左側
の路側帯に限り通
行できます。右側
の路側帯を通行し
た場合は、通行区
分違反として、３か月以下の懲役または５万円
以下の罰金。

ブレーキ不良自転車に対する　　
指導が強化
　警察官は自転車を停止させブレーキが基準を
満たしているか検査できます。整備不良の場合、
ブレーキの整備や運転の中止などを命じること
ができます。また、これらの命令に従わなかっ
た場合は、検査拒否等、応急措置命令等違反と
して５万円以下の罰金。

自転車安全利用五則
１．自転車は、車道が原則、歩道は例外
　道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけら
れ、歩道と車道の区別があるところは車道通行
が原則です。
　 ▼　　　３か月以下の懲役または５万円以下
　　　　　の罰金
　自転車が歩道を通行することができるのは、
次の場合です。
・歩道に右の「普通自転車歩道
通行可」の標識などがあるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上
の高齢者、身体の不自由な人が
自転車を運転しているとき。
・道路工事や駐車車両などで車道の左側部分を
通行するのが困難な場合や、追越しをしようと

する自動車などとの接触事故の危険性がある場
合など、自転車の通行の安全を確保するために
やむを得ないと認められるとき。
２．車道は左側を通行
　自転車が車道を通行するときは、自動車と同
じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左
端に寄って通行してください。
　 ▼　　　３か月以下の懲役または５万円以下
　　　　　の罰金
３．歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りを
徐行しなければなりません。また、歩行者の通行
を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

　 ▼　　　２万円以下の罰金または科料。
４．安全ルールを守る
　自転車は、道路や交通等の状況に応じて、他
人に危害を及ぼさない速度と方法で安全運転を
しなければなりません。
・飲酒運転の禁止

　 ▼　　　５年以下の懲役または100万円以下の
　　　　　罰金
・二人乗りの禁止

　 ▼　　　２万円以下の罰金または科料
・並進の禁止

　 ▼　　　２万円以下の罰金または科料
・夜間はライトを点灯する

　 ▼　　　５万円以下の罰金
・交差点での信号遵守と一時停止
　 ▼　　　３か月以下の懲役または５万円以下
　　　　　の罰金
５．子どもはヘルメット着用を
　自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘ
ルメットを着用させるよう努めなければなりま
せん。成長過程の子どもは体の重心位置も不安
定で、転倒したとき、頭部に重大なダメージを
受けることがあります。
　児童が自転車に乗るときはもちろん、幼児を
幼児用シートに乗せるときも幼児用ヘルメット
の着用をお願いします。

ながら運転は危険です
○スマートフォンなどを使用しながら運転
　操作に気を取られて歩行者や自転車、自動車

などにぶつかったり、片手運転のため危険を避
けることができずに事故にあう恐れがあります。
○雨の日に傘をさしながら運転
　視界を悪くするだけでなく、片手運転のため
危険を避けることができずに事故にあう恐れが
あります。傘を自転車に固定しても、風にあお
られて不安定となるので大変危険です。
○ヘッドホンなどで音楽を聞きながら運転
　注意力が散漫になるだけでなく、周囲の音が
十分に聞こえない状態となるため、自動車など
の接近に気づくのが遅れる恐れがあります。
　事故を起こさない、事故にあわないためにも、
ながら運転はやめましょう。

・損害賠償金額　約9,500万円
　小学生の児童が自転車で坂を下っている際に女
性と衝突し、女性は寝たきりの状態になった。
・損害賠償金額　約9,300万円
　昼間、自転車走行中の高校生が、自転車横断帯
の手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線
を自転車で直進してきた男性会社員（24歳）と衝突
した。男性には、言語機能の喪失等の重大な障害
が残った。
・損害賠償金額　約6,800万円
　夕方、男性がペットボトルを片手に持ったまま、
自転車で坂を下り、交差点に進入し、横断歩道を
横断中の女性（38歳）と衝突した。女性は３日後に
死亡した。
・損害賠償金額　約5,400万円
　男性が自転車で信号を無視して交差点に進入し、
横断歩道を横断中の女性と衝突した。女性は頭を
打ち死亡した。
・損害賠償金額　約5,000万円
　夜間、高校生が携帯電話を操作しながら無灯火
で自転車を走行中に、前方を歩行中の看護師の女
性（57歳）と衝突した。女性には、手足がしびれて
歩行が困難になる重大な障害が残った。
・損害賠償金額　約4,000万円
　朝、高校生が信号を無視して横断歩道を自転車
で横断中に、旋盤工の男性（62歳）が運転するオー
トバイと衝突した。男性は頭蓋内損傷のため13日
後に死亡した。

知ってる？守ってる？自転車の交通ルール
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清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却
炉
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
測
定
結
果
は
次
の
通
り
で
、

い
ず
れ
も
国
の
基
準
値
を
下
回
り
ま
し
た
。
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測
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※
１
ナ
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は
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分
の
１
グ
ラ
ム

（
清
掃
セ
ン
タ
ー
（
４
８
３
）４
５
２
１
）

　
「
ゾ
ー
ン
30
」と
は
、
区
域
を
定
め
て
最
高
時
速
30
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
規

制
と
、
必
要
に
応
じ
て
そ
の
他
の
安
全
対
策
を
組
み
合
わ
せ
て
、
速
度
抑
制
や

抜
け
道
と
し
て
通
行
す
る
行
為
の
抑
制
な
ど
を
図
る
生
活
道
路
対
策
で
す
。

　
図
の
太
線
で
囲
ま
れ

た
区
域
内
が
３
月
１
日

か
ら「
ゾ
ー
ン
30
」に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
区
域

内
に
設
定
さ
れ
て
い
た

一
方
通
行
や
駐
車
禁
止

な
ど
の
交
通
規
制
は
、

今
ま
で
ど
お
り
適
用
さ

れ
ま
す
。
国
道
や
県
道

は「
ゾ
ー
ン
30
」の
対
象

外
と
な
り
ま
す
。（
八
千

代
警
察
署
交
通
課・市

役
所
生
活
安
全
課
）

自転車事故の事例
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